
北杜市公告第８１号

　　　平成２５年度における北杜市人事行政の運営等の状況について

北杜市長　白　倉　政　司

１　任用等について

（１）職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

［ ］ ［ ］ ［ ］

（注） 1 職員数は一般職に属する職員数である。
2 ［　　　］内は、条例定数の合計である。

（２）年齢別職員数の状況 （平成２５年４月１日現在）

２８歳 ３６歳

３１歳 ３９歳

　北杜市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年北杜市条例第３号）
第６条の規定により、平成２５年度における人事行政の運営等の状況について次のとお
り公告する。
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（３）採用及び退職の状況　　　（平成25年度）

①採用の状況

②採用試験の状況

１次試験日 ２次試験日

③退職の状況

（注）「その他」には、死亡、任期満了などが含まれます。

（４）定員適正化計画の数値目標及び進捗率

①　定員適正化目標（数・率）

△37

②　平成２４年４月１日現在における定員の数値目標

平成23年度～27年度までを計画期間として、
職員数を平成28年4月1日までに３７人を削減する。
※病院部門を除く

③　定員適正化計画の年度別目標数値（目標職員数）と実績の概要 （各年４月１日現在） 単位：人

※公営企業等会計には、病院部門に関係する職員数は含まれない

- - -

平成28年3月31日

参考
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５年目

H25.12.2
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若干名

-

若干名
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２　給与について

（１）人件費の状況（普通会計決算）

26.3.31 千円 千円 千円 ％ ％
年度

（２）職員給与費の状況（普通会計予算）

一人当たり （参考）

期末・勤勉手当 給　与　費
（Ｂ／Ａ）

人 千円 千円 千円 千円 千円
年度

（注） 1 職員手当には退職手当を含まない。 2 職員数は当初予算に計上された数である。
3 給与費は当初予算に計上された額である。

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）

（４）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２５年４月１日現在）

（５）職員の初任給の状況（平成２５年４月１日現在）

（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２５年４月１日現在）

（注）

歳出額

53.1 歳

39.6 歳

２　（　　）は、国家公務員の時限的（２年間）な給与改定特例法による措置（減額）が無いとした
場合の値である。

211,400

271,000

住民基本台帳
区　分 人口

（年度末）

区　分

人

職員数

25
48,682

Ａ

円

円中学卒

519
1,977,592

高校卒

172,200

高校卒

経験年数２０年

一　般 円

類似団体平均一
人当たり給与費

2,987,081

千円

計 Ｂ

5,755 －

給　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

給料 職員手当

105.3（97.3）

平均給料月額

104.8（96.9）

313,300歳41.6 円

区　分

一般行政職

404,031345,397 円

平均年齢

349,500

平均給与月額

259,400円

316,300円

301,500

円

317,100265,900 364,000

円

円

円

円

（参考）
人件費率人件費実質収支

年度の24
人件費率

13.713.44,005,073

Ｂ／ＡＢＡ

1,373,860

平成２５年度 平成２４年度

29,848,595

719,528289,961
26

技能労務職

教育職

円

行政職

大学卒

経験年数１０年区分

円199,700教育職

円380,500

274,300 円

円

大学卒

高校卒

円

円

円227,400

経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいうものであ
る。

415,300

労務職

高校卒

大学卒

決定初任給

円

技　能

行政職

338,900

該当者なし

１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を
示す指数である。

一　般

区　　　　　分

129,200

円

教育職 大学卒

技能労務職

経験年数１５年

140,100

137,200
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（７）一般行政職の級別職員数の状況（平成２５年４月１日現在）

（注） 1 北杜市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（８）職員手当の状況

①期末勤勉手当の状況 ②退職手当の状況　　　　（平成２５年４月１日現在）

１人当たり平均支給額（25年度） （支給率） 自己都合 勧奨・定年

千円 勤続２０年 月分 月分

（ 年度支給割合） 勤続２５年 月分 月分

期末手当 勤勉手当 勤続３５年 月分 月分

月分 月分 最高限度額 月分 月分

月分 月分 その他の加算措置 定年前早期退職2～20%

（加算措置の状況） １人当たり平均支給額 千円 千円

（注）

・役職加算 ５～15％

・管理職加算 措置なし

（注） （　　）内は、再任用職員に
係る支給割合である。

③特殊勤務手当　　　（平成２５年４月１日現在）

支給実績（25年度決算） 千円
支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算） 円
職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度） ％
手当の種類（手当数）

月額400,000円～100,000円

1,739

死亡人の処置

9.5
人7級

救急患者の対応

感染症の予防・患者の診察等

へき地巡回車等の運転

日額500円～1500円

1日200円

夜間介護
エックス線他被爆のおそれのある作業 日額250円

1日3,200円～900円

日額250円

1時間あたり600円

連絡調整、助言
引率、クラブ活動の従事

日額250円

32.6人主査
副主幹

127

37

医師診療実験従事手当

25

建設部門職員

％

学校兼務手当

(0.675)

37

1.35

滞納整理手当

2級 主任

本務高以外の兼職
市立病院職員

教職員

55.86

主事
人 10

9.5

1,312

人 ％
39

23.03

教員特殊業務手当 教職員
教育業務連絡指導手当

市立病院職員

放射線取扱手当

１級

手当の名称

5.4
％ ％9.4

％

（参考）１年前の構成比

5.3

4級

緊急業務手当

(1.45)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

2.60

生活環境部門職員

3級

福祉・環境部門職員

福祉部門職員他

区分

用地交渉業務手当
危険現場業務手当

徴収額の1,000分の5の範囲内

1回3,000円
1回800円・500円

市立病院職員

市立病院職員
水道補修

全職種

1回7,800円～2,000円

％

区分 標準的な職務内容 職員数

555級 主幹

21 ％

％
％

17.6

構成比

16.3

部長

拘束手当

行路死亡人及び変死人処理手当

防疫等作業手当

保健衛生及び社会福祉業務従事手当

夜間看護手当

診療他

人
人 ％

6級 課長

建設部門職員

特殊自動車運転作業手当
医師

14.1
73 18.8

主な支給対象職員 主な支給対象業務

夜間勤務

％
％

税務部門職員他

老人保健施設職員

人

夜間介護手当

55.86

左記職員に対する支給単価

21,601

23.9

116,707

38.95532.83

教職員

市立病院職員

55.8646.55

637,741

野犬保護・精神病患者の護送

1回4,400円

1回500円（夜間は700円）

1回500円（夜間は700円）

％35.1

28.7875

％8.7
7.6

退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２５年度に退職
した全職種に係る職員に支給された平均額である。

用地交渉他 1回500円（夜間は700円）
高所・深所監督及び検査

市税の徴収
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④時間外勤務手当

千円
千円
千円
千円

（注） 支給額は、病院職員を含んだ額である。

⑤その他の手当（平成２５年４月１日現在）

配偶者 円
配偶者がいる場合 円
配偶者がいない場合 円 千円 円

２人目以上 円
16歳から22歳までの子１人につき 円

借家 支給限度額 円 千円 円

交通機関利用者 支給限度額 円

～ 千円 円
円

（主な区分及び単価）
部長、支所長 ７級２種 円

７級３種 円
７級４種 円

課長 ６級５種 円
６級６種 円

課長補佐 ５級７種 円
院長 ５級１種 円
副院長 ４級２種 円 千円 円

４級５種 円
医長 ３級６種 円

２級６種 円
総看護師長 ５級５種 円
看護師長 ５級６種 円

４級６種 円
校長 ４級２種 円
教頭 ３級４種 円

（８）特別職の報酬等の状況（平成２５年４月１日現在）

市長 円
副市長 円
議長 円
副議長 円
議員 円
市長 （２５年度支給割合）
副市長 月
正・副議長 （２５年度支給割合）
議員 月

（算定方式）
市長 給料月額×在職月数×０．４２
副市長 給料月額×在職月数×０．２５

（支給時期） 在任期間ごと
（注） 市長、副市長の給料月額は、平成２５年７月から平成２６年３月まで、７％削減し、市長744,000円、

副市長585,900円を支給している。

330,000
300,000
280,000

給料月額等
800,000
630,000

－

31,600

79,800

41,600

28,600

41,100

39,500

51,200
66,300

－

301
103,057

337

同

同

支給実績（25年度決算）

内容及び支給単価

27,000

6,500
11,000
6,500

交通用具利用者
通勤手当

通勤距離に応じ
24,500
2,000

55,000

2.9

期末手当
3.9

33,300

区分

退職手当

管理職
手当

報酬

給料

住居手当

13,000

支給実績（24年度決算）

扶養手当

１
人
目

配
偶
者
以
外

5,000

区分

職員１人当たり平均支給年額（24年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（25年度決算）
104,362

35,923

同 －

支給実績国の制
度との
異同

国の制度と
異なる内容

支給職員１人当た
り平均支給年額

（25年度決算）

232,460

289,698

72,36048,626

－

38,200

-

79,501

（25年度決算）

58,196 458,234
55,100

70,800

23,800
105,400

53,100
62,000
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３　勤務時間等について

（１）勤務時間の状況　　　（平成２５年４月１日現在）

（２）一般職員の年次有給休暇の使用状況　　　（各年１月１日～１２月３１日）

（３）育児休業及び部分休業の取得状況　　　（平成２５年度）

（注）　「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」、「うち両休業取得者数」の欄の上段には平成２５年度に

　　　新たに育児休業（部分休業）を取得した者、下段には育児休業（部分休業）の期間が平成２４年度から

　　　２５年度にかけて引き続いている者の数。

（４）介護休暇の取得状況　　　（平成２５年度）

４　分限及び懲戒について

（１）処分事由別分限処分者数　　　（平成２５年度）

（注） １　対象職員は、一般職に属するすべての職員である。

２　法とは地方公務員法をいう。

失職

0人法第28条第4項により失職した者

平成２５年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員

うち育児休
業

取得者数
うち両休業
取得者数

0

10 10 0

（育児休業
対象者数）

0

うち両休業
取得者数

0

0

10 10 0 0

0 0

部分休業
取得者数

0

計

10
11
10
11

10.8日 10.6日

女性職員

育児休業
取得者数

男性職員
0
0

0
0

平成２４年　平均使用日数

終了時刻

午後12時00分～午後1時00分

休憩時間

平成２５年　平均使用日数

１週間の
勤務時間

38.75時間 午前8時30分 午後5時15分

開始時刻

0 2

2
0 3

0 3
0

うち部分休
業

取得者数

女性職員

計

介護休暇取得者数

0

0

0

男性職員

0人

職制等の改廃等により過員等を生じた場合
（法第28条第1項第4号）

0人 0人 0人

0人 0人 0人

刑事事件に関し起訴された場合
（法第28条第2項第2号

0人 0人 0人

勤務実績が良くない場合
（法第28条第1項第1号）

心身の故障の場合
（法第28条第1項第2号、第2項第1号）

職に必要な適格性を欠く場合
（法第28条第1項第3号）

0人

0人 0人 20人

0人0人

区　　　　分 降任 免職 休職

0人 0人

降給 合計

0人

20人

0人

0人

0人 0人

合　　　　計 0人 0人 20人 0人 20人

条例に定める事由による場合
（法第27条第2項）

0人
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（２）処分事由別懲戒処分者数　　　（平成２５年度）

（注）　地方公務員法以外の処分として訓告等の処分がある。

５　服務について

（１）服務規律の遵守に関する取組

（２）営利企業等の従事許可の状況

６　研修について

（１）研修実績　　　（平成２５年度）

７　勤務成績の評定の状況について

　勤務成績の評定については、全職員を良好である職員として評定している。

　また、職員の能力、実績、目標管理の評価を行う、新たな人事評価制度の導入に向けた準備を進めている。

受講者数

337人

65人

区　　　　分 目　　　　的

33人

2人

296人
出張（受託）研修や指導者養成研修により、職場研修及び職員の
能力開発活動を支援し、組織の活性化と職員の能力の向上を図
る。
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階層研修
（必修研修）

階層又は年齢で区分された者に、公務員としてのあり方や姿勢、
意識改革など、公務員としての自覚を促す。

伝達及びグループウェアへの掲載

「職員倫理マニュアル」の制定により、公務員倫理の保持の徹底と不
祥事の防止

伝達及びグループウェアへの掲載

平成２４年度平成２５年度

各種業務の専門的能力の向上を図る。

組織及び職場、職員が求める基礎的な能力の向上を図る。

支援研修
（選択研修）

0人 0人 6人

専門研修

研究活動
地域、組織、職員等で実施される自主研究や地域課題研究を支
援し、地域等の課題解決と職員の政策形成能力の向上を図る。

厳正な服務規律の確保、公平・公正な職務執行、市民サービスの向
上、公務能率の向上、飲酒運転の根絶

訓告等

0人

5人

1人0人 0人

0人0人 0人 0人

取　組　内　容 職員への周知方法

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
（法第29条第1項第3号）

0人 0人 0人

合　　　　計 0人 0人 0人

0人 0人

職務上の義務違反又は怠慢
（法第29条第1項第2号）

免職 合計

0人

法令違反
（法第29条第1項第1号）

0人 0人 0人

区　　　　分 戒告 減給 停職

能力開発研修
（選択研修）

基礎研修

職場研修
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８　福祉及び利益の保護について

（１）健康管理に関する取組状況　　　（平成２５年度）

（２）健康診断の実施状況　　　（平成２５年度）

（３）互助会等が実施した福利厚生事業の状況　　　（平成２５年度）

①互助会等の名称

．北杜市職員福利厚生会

②互助会等会員数

551人

③公費負担の状況　　　（平成２５年度決算） 単位：千円

９　公平委員会の業務の状況について

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況
　 なし

（２）不利益処分に関する不服申立ての状況
なし

職員安全衛生委員会

計

検診項目

674人769人 87.6%

受診率受診者数

人間ドック

看護師健康相談

各種研修

対象者数

問診、血圧、視力、聴力、尿検査、脂質、肝機能、代
謝系、血液一般、心電図、胸部X線等

事業内容合計

事業名

健康診断

定期健康診断

項　　目

職員の労働安全衛生の推進並びに健康障害の未然防止を図る。

　地方公務員法に基づき職員の福利厚生事業を行うため、福利厚生会を組織している。福利厚生会で
は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事業を行っており、職員が毎月支払う会費と市からの負
担金で運営している。

職場巡視

メンタルヘルス対策

概　　　　要

職員の健康と安全を確保するため、毎年度健康診断を実施

専門職員（看護師）による相談　毎週４日（月、火、木、金曜日）午後２時～７時

338人

336人

人間ドック助成

会員一人当たりの
公費の補助金額

3,027 0 3,027 6,614 5,494円

首長部局公営企業 会費総額
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